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「一律５分」「申請した実労働時間とは異なる時間で超勤処理！」 

 掲示で周知されている以上、業務指示となるので労働時間！ 

 全社的に行われているのであれば、統一すべき！ 

 不払い申告があれば、労基署として動かざるを得ない！ 

 仕組みを変えるのであれば労働時間！ 

 指示や命令は従わなくてはならないから労働時間となるのは当たり前！ 

 こんなことをしている会社は他にない！ 

会社は過去の掲示でも「業務に関することでタブレットを操作することは労

働時間」と説明していました。今回のシステム変更に伴う設定は、全社員対象で

あり、業務にも支障します。このような取り扱いは、サービス労働を助長させる

ことにつながります。コンプライアンスが叫ばれている中で、私たちはＪＲ東日

本と社員を不幸にさせないために、以下の項目を申し入れました。 
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